
 

  

令和３年度第４回幼保連携型認定こども園等認可審査部会議事要旨 

 

■  開催日時  ：  令和４年１月２７日  ９時３０分～１１時００分 

■  会    場  ：  堺市役所本館地下１階 会議室 

■  出席委員  ：  部 会 長  （堺市子ども青少年局子ども青少年育成部長）櫻田 浩樹 

委  員 （社会福祉法人 堺市社会福祉事業団事務局長）上田 英輔 

                  委  員 （大阪大谷大学教育学部教授）長瀬 美子 

         委  員 （堺女子短期大学講師）辻 富士子 

         委  員 （関西女子短期大学保育学科准教授）澤 ひとみ 

■ 事 務 局 ： 子ども青少年局子育て支援部待機児童対策室 

■ 事業担当課 ： 子ども青少年局子育て支援部幼保推進課 

■ 案 件 名 ： （１）既存の小規模保育事業、特区小規模保育事業の保育所移行に係る小規模

保育事業、特区小規模保育事業の認可の取消及び新たに保育所として認

可することについての意見聴取 

発言者 内                容 
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事業担当課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部会長 

 

    

委員 

 

開会 

本審査部会が、堺市社会福祉審議会規程第６条第２項で定める委員の過半数の出席

を満たし、有効に成立していることを報告 

 

（案件１）について 

事業者である株式会社森新から、保育所認可に係る審査協議書の提出があったこと

を説明のうえ、本日の審査の方法などを説明 

 

書類審査（案件１） 

申請書類に対する質疑応答 

（１）定員の弾力化について 

（２）定員設定の方法について 

（３）職員配置について 

（４）園庭について 

書類審査終了 

 

ヒアリング審査（案件１） 

ヒアリング審査の方法について説明 

 

＜株式会社森新＞ 

申請内容についての履行確認 

応募の動機、保育の実施方針について法人から説明 

 

質疑応答 

（１）職員の採用について 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

（２）職員の給与と今後の収支見通しについて 

（３）施設の整備について 

（４）保育所移行後の保育の課題について 

（５）保育士間の連携について 

（６）全体的な計画について 

（７）食育について 

（８）園庭工事期間中の安全対策等について 

（９）施設長の役割について 

（１０）保育方針について 

（１１）園庭の整備計画について 

ヒアリング審査終了 

 

審議の結果、当該案件について、認可に当たって基準を満たしていることを確認。

ただし、以下の点について、意見を付与。 

（１）全体的な計画を実態の保育に合わせた内容とし、保育士の意見を反映するこ

と。またその内容について実践し、検証すること。 

（２）全体的な計画の「ねらい」等において、保育所保育指針に挙げられている項

目を分割しているだけであるため、年齢ごとの保育内容を見直すこと。 

（３）保育士の人材育成に努めること。 

 

閉会 

 


